
塗装込み

０４

26

２

.6ｍ

掲示板クロ

－

ス 下地処理工

５８１

13.

－

2ｍ

掲示板クロス

０

コルクタイプ

.

００

13.2ｍ

窓ス

９

トッパー ２か所

２

ＵＤ黒板 Ｗ360

．

0×Ｈ1200・半曲

期

面・暗線入り １面

ＵＤ黒板

間

用支持金物 ＬＧＳ面

令

用 １セット

黒板灯 LSS13-4

契

-29

約日

２台

メタルモー

の

ルＡ

翌日

１本

スイッチ

か

プレート共

和

ら令

１式

電線

和

ＥＥＶ１．６－３Ｃ

８年

10.0ｍ

１

電線 ＥＥＶ１．６

０

－２Ｃ

月

15

３

.0ｍ

黒板灯設置

０

配線工

日ま

一式

天井点検

で

口 材工 １か所

＜和室

３

＞

・撤去工

．

畳

内 容

18 畳

畳下荒床

学級

27.5㎡

数

長尺シー

増

ト

加に

3.0

8

備

㎡

床の間

え

押し入れ

て、２階

9.0㎡

視聴覚室

年

、準備室をそれぞれ普

度

通教室として活用でき

仕

るように改修するもの。

また、教員数増加へ

様

の対応として１階会議室を臨時職員室とする

別

ことに伴い、不足する会議室を補うため、２

紙

階

の和室を会議室に改

1

修するもの。

頁

４．仕 様

＜

件

仮設工＞

墨他

名

一式

整理・片

普

付け工

通教室修

一式

内

繕

部足場工

（日野第

一式

一

清掃

中）

概

一式

	
＜視聴覚室＞

背面ロッカー ４２桝 シナランバー 塗装

要

受

１組

掃除用具

付

入れ シナランバー

番

塗装

号

1

１組

同上塗

0

装工

84

１．

１式

場

黒板増し張り W3600×H1150

所

暗線入り １式

額縁押さえ 取り合い工

日野市

１

日

式

ホワイトボード

野

W3600×H12

本

00

町七

１式

丁

掲示板見切り

目７

4

番

8.8ｍ

掲示板ク

地

ロス下地処理工

の７（

1

日

7.8㎡

掲示板ク

野

ロス

第

コルクタイプ

一中

17

学

.8㎡

窓スト

校

ッパー

）

Ｔ

７か所

＜

Ｅ

視聴覚準備室＞

掲

Ｌ

示板見切り 集成材



25.2m

掲示板枠 集成材・塗装込み 33.2m

掲示板下地板 5.5合板 17

.

.4㎡

掲示板クロス コルクタイプ 17.4㎡

入口ガ消耗雑材費ラスフィルム張り工 W750×H1150

1

2.0枚

.

令

0箇所

・教室名板 ３箇所

・

給

竣工清掃

排水取

一式

※その他施

和

り

工のための仮設一切は

合

受注者にて用意のこと

い

（電気・水道は支給と

工

する）

※上記仕様の運搬・搬入・取付・

化

雑材搬出一式は修繕に

粧

含む。

※発生材運

プ

搬・処分及びその他諸

ラ

経費を含む。

※ア

グ

スベスト検査・報告等

止

については、法令を遵

め

守したものとすること。

※高所作業に伴

配

う仮設足場等を含むも

管

のとする。

５

工

．提出書類

（１）着手届 （工程表・現場代理人・経歴書含む）契約締結後１０日以内に提出。

（２）使用材料等承諾願

（３）アスベスト建材成分調査報告書（事前調査説明書・作業計画書、看板含む）

（４）産廃処理結果報告書（マニフェスト含む）

（５）環境測定報告書

（６）

一

しゅん工届（各工程写

8

式

真をＡ４版に整理して、修繕しゅん工届と共に提出すること）

（７）しゅん工図面を

袖

１部（Ａ４版）提出す

壁

ること。

（８）支

・

払請求書

（９）そ

下

の他、市監督員の指示

が

するもの

６．支払条件

り

１）支払い方法

年

壁

完了後一括払い

２）支払い時期 受注者は、完了検査に合格した後、速やかに請求書を提出すること。

市は、請求を審査し適正と認めたときに、受注者に支払うものとする。

度

７．注意事項

仕 様

8.0㎡

玄関小上がり

別 紙
2

1 箇所

頁

玄関廻り天井

件

9.0㎡

クロス張り

名 普通教

36.2㎡

・復

室

旧改修工

床サ

修

ンダー研磨

繕（日

40.5㎡

野

レベラー下地処理

第一中）

概

37.5㎡

床長尺シート張り

要

40.5㎡

受

野縁組・LGS+吊

付

り棒調整

番号

10

14.7㎡

8

天井PB張り工

4

14.7㎡

下がり壁及び壁間仕切り部分下地処理

水屋廻

6.2m

り

下がり壁及び壁間仕切り部分 下地見切りPB及び木見切り 6.2m

床撤去跡壁補修工 18.6m

LGSボード下地工 20.0㎡

壁PB張り工 20.0㎡

壁クロス下地処理工 38.8㎡

壁クロス張り 普及品 38.8㎡

ソフト巾木



督

ること。

た

員

だし、業務履行上その

と

目的を達成することが

十

困難な場合に限り、必

分

要最小限での合成洗剤

に

使用

を可能とする。

（３）障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供の義務

.

協

本業務の履行

議

にあたって、「日野市

の

障害者差別解消推進条

上

例（令和元年条例第４

、

２号）」に基づき、

実

次の事項に留意

施

すること。

１）

し

障害を理由とする不当

、

な差別的取扱いを禁止

工

するとともに、事業者

令

期

は合理的配慮の提供を

を

するこ

と。

遵

また、従業者に対し、

守

障害及び障害者に対す

す

る理解を深める取組を

る

行うよう努めること。

こ

このほか、

と

障害者に対してはその

。

障害種別に応じて、適切な対応を行うこと。

和

２）差別等事案

２

を解決するための手続

）

きの過程で、同条例第

児

１３条の規定に基づき

童

、当該事業者が正

及

当な理由なく同

び

条例第１２条の規定に

学

よる「勧告」に従わな

校

いときは、日野市はそ

関

の勧告の内容

係

を公表することがで

者

きる。

なお

に

、「日野市障害者差別

対

解消推進条例」は日野

す

市ホームページにて確

る

認することができる。

安

（４）内部通報制度

全

１）日野市では、

対

組織全体のコンプライ

策

アンスを推進するため

を

、「日野市職員等の内

講

部通報及びコン

ず

プライアンス確保

る

に関する条例（令和３

こ

年６月１日施行）」を

と

制定し、内部通報制度

。

を導入して

いる。

本業務の履行に当たり、日野市の事務事業に関係

8

する法令違反、不当な行為等を発見したときは、

日野市

８

が設置する行政監察員

．

に対し、その旨を相談

特

又は通報するよう努め

記

るとともに、通報対象

事

となる事実

項

について、行政監察員

（

が調査を行う際は、当

年

１

該調査に協力しなけれ

）

ばならない。

２

情

）内部通報をしたこと

報

、又は行政監察員が行

セ

う調査に協力したこと

キ

を理由として、不利益

ュ

な取扱い

を

リ

受けたと思われたとき

テ

は、行政監察員に対し

ィ

、その旨を相談又は申

度

ポ

し出ることができる。

リ

なお、「日

シ

野市職員等の内部通報

ー

及びコンプライアンス

の

確保に関する条例」そ

遵

の他内部通報に関

守

仕

１）本業務を履行するにあたって、「外部委

様

託における情報セキュリティ遵守事項」を厳

別

正に遵守す

ること。

２）日

紙

野市の情報資産の保護

3

が適正に行われている

頁

ことを確認するため、

件

「外部委託における情報セ

キュリティ遵守事項」に述べる書類（様式１～様式６）を業務内容に応じて提出すること。なお

名

、

「外部委

普

託における情報セキュ

通

リティ遵守事項」につ

教

いては日野市ホームペ

室

ージの入札情報から

修

入手できる。

繕

３）本業務を履

（

行するにあたって、重

日

要情報（機密性２以上

野

の情報）を取り扱う場

第

合には、盗難・改

一

ざん・紛失・破

中

損等を防止するための

）

適切な処置を講じるこ

概

と。また、情報漏えい等が発生した

場合の報告体制も整備すること。

４）本業務を履行するにあたって、秘密保持に

要

関する条項を遵守する

受

こと。なお、当該条項

付

について

は

番

、日野市ホームページ

号

で確認すること。

（２

1

）環境負荷低減の取組

0

について

１）日

8

野市では、「SDGs

4

未来都市」として、資源の有効活用と廃棄物の削減による循環型社

１

会の実現

を

）

目指し、環境マネジメ

作

ントシステム「ひのエ

業

コ（事務事業のあらゆ

日

る領域における環境負

程

荷の

低減）

等

」を推進している。

は

一方で、持続

、

可能なまちを実現する

学

ためには、行政だけで

校

なく、事業者や地域と

運

のパートナーシ

営

ップによる目標と

に

価値観の共有が不可欠

支

である。

こ

障

のことを踏まえ、本業

を

務の実施に当たっては

き

、次に掲げる日野市の

た

方針等（日野市ホーム

さ

ペー

ジにて

な

閲覧可能）に記載して

い

いる内容を遵守するこ

よ

と。

①環境

う

基本計画 ②環境配慮

に

指針 ③環境方針 ④

、

環境管理上の要望につ

学

いて

⑤地球

校

温暖化対策実行計画

管

⑥気候非常事態宣言

理

⑦日野市プラスチック

者

・スマート宣言

及

２）洗剤の使用につい

び

ては、天然素材を利用

市

した洗剤など、環境に

監

やさしいものを使用す



とができる。

（５）環

.

境により負荷の小さい

令

自動車利用

本契

和

約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民

8

の健康と安全を確保す

年

る環境

に関する

度

条例（平成１２年東京

仕

都条例第２１５号）他、各県条例の規定に基

様

づき、次の事項を遵守す

ること。

別

・ディーゼル車規制に適合する自動車であ

紙

ること。

・自動

4

車から排出される窒素

頁

酸化物及び粒子状物質

件

の特定地域における総量の削減等に関する特別措

置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努め

名

ること。

なお、

普

適合の確認のために、

通

当該自動車の自動車検

教

査証（車検証）、粒子

室

状物質減少装置装着証

修

明書

等の提示又

繕

は写の提出を求められ

（

た場合には、速やかに

日

提示又は提出すること

野

。

第一中）

概

要

受付番号

1084

する通報先、通報方法等の詳細は、日野市ホームページにて確認するこ


